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中国法改正ニュース中国法改正ニュース中国法改正ニュース中国法改正ニュース

    

１．１．１．１．    《《《《インターネット商品取引及び関連サービス行為管理暫定弁法インターネット商品取引及び関連サービス行為管理暫定弁法インターネット商品取引及び関連サービス行為管理暫定弁法インターネット商品取引及び関連サービス行為管理暫定弁法》》》》 通達番号：国家工商行政管理総局令第 49 号 

2010 年 5 月 31 日、国家工商行政管理総局は《インターネット商品取引及び関連サービス行為管理暫定弁法》を発布、2010 年 7 月 1 日より施行。 インターネット商品及び関連サービス行為を規範化し、消費者及び事業者の適法的権益を保護、ネットワーク経済の持続的、健全な発展を促進させる通知。 本通達のポイントは以下の通りである。 

1. 主な概要主な概要主な概要主な概要 

(1) インターネット商品事業者及びインターネットサービス事業者の経営原則 

(2) 工商行政管理部門がインターネット商 品取引及び関連サービス行為の発展を促進する上での職責、任務及び業種の自己修養等 

2. インターネット商品事業者及びインターネットサービス事業者の義務インターネット商品事業者及びインターネットサービス事業者の義務インターネット商品事業者及びインターネットサービス事業者の義務インターネット商品事業者及びインターネットサービス事業者の義務 

(1) ウェブサイトでの営業許可証上の情報公開 

(2) 自然人の場合、氏名及び住所等の真の身分情報の情報公開 

(3) 商品及びサービスの名称、種類、数量、品質、価格、運賃、配送方法、支払い方法、返品・交換方法等の主な情報の説明 

(4) 消費者の同意を得ている場合、電子版の商品購入証憑又はサービス書類の発行 

(5) 虚偽の宣伝・虚偽の表示の禁止 

(6) 商品又はサービス提供を行う場合、他者の登録商標専用権・企業名称権等の権利侵害禁止 

(7) インターネット技術手段又は媒体等の方式を利用して、他事業者の商業のれん、商品に対する信頼を毀損、権利者の商業秘密等を侵害する不正競争行為の禁止 

3. インターネット取引プラットフォームサービスを提供する事業者の義務インターネット取引プラットフォームサービスを提供する事業者の義務インターネット取引プラットフォームサービスを提供する事業者の義務インターネット取引プラットフォームサービスを提供する事業者の義務 

(1) インターネット取引プラットフォームを介して商品又はサービスの提供を行うことを申請した法人、他の経済組織又は自然人の事業主体の身分を審査しなければならない。申請した自然人の真の身分情報に対し審査及び登記を行い、登記記録ファイルを作成し、定期的に照合検査及び更新 

(2) ウェブサイト上にて個人の身分情報が真実且つ適法であることを証明するマークを発給し、商品取引又はサービス活動を行う情報を掲載 

(3) 取引情報の検査モニタリング、使用、保管 

(4) 登録商標専用権、企業名称権等の権利の保護 

(5) 事業者の商業秘密及び消費者個人情報の保護 

(6) 消費者権益の保護 

(7) インターネットプラットフォームサービス契約の締結 

(8) インターネットプラットフォーム規則制度の策定 

(9) 工商行政管理部門によるインターネット上の違法経営行為の取締への協力 

【INDEX】 中国法改正ニュース １． 《インターネット商品取引及び関連サービス行為管理暫定弁法》 ２． 《高所得者の個人所得税徴収管理強化に関する通知》 ３． 《土地増値税徴収管理強化に関する通知》 ４． 2010 年 6 月より施行の法律法規 主要経済統計 中国最新情報：上海・蘇州・深圳 
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4. 商品取引とサービス提供に対する監督管理商品取引とサービス提供に対する監督管理商品取引とサービス提供に対する監督管理商品取引とサービス提供に対する監督管理 

(1) インターネット商品取引及び関連サービス行為の監督管理は県級(県級を含む)以上の工商行政管理部門が行う 
(2) 県級以上の工商管理部門は、信用記録ファイルを作成、日常の監督検査結果及び違法行為取締等の情況を記録 
(3) インターネット商品取引及び関連サービス行為に工商行政管理法律法規に違反する行為があり情状が深刻であり、違法ウェブサイトの違法活動を制止する措置を講じる必要がある場合、工商行政管理部門は係る規定に基づき、ウェブサイト許可地の通信管理部門に法に基づき、一時的な封鎖又は当該違法ウェブサイトの引込サービスの一時的な停止を命じるよう要請する 
(4) 違法行為が発生したウェブサイトの事業者住所地の県級以上の工商行政管理部門が管轄する 

5. 罰則規定罰則規定罰則規定罰則規定 

(1) 警告、期限付きの是正命令、期限を過ぎても是正しなかった場合、情況に応じて、一万元又は三万元以下の罰金に処する 

(2) 違反した行為は、法律、法規に規定がある場合、法律、法規の規定に基づき、処罰する。 
 

２．２．２．２．    《《《《高所得者の個人所得税徴収管理強化に関する通知高所得者の個人所得税徴収管理強化に関する通知高所得者の個人所得税徴収管理強化に関する通知高所得者の個人所得税徴収管理強化に関する通知》》》》 通達番号：国税発(2010)54 号 

2010 年 5 月 31 日、国家税務総局は《高所得者の個人所得税管理強化に関する通知》を公布。 近年、中国経済の発展は急速なものであり、住民の収入格差も拡大し、社会不安の要因となっている。 資産譲渡所得・利息所得・配当所得・事業所得といった高所得者に対する個人所得税徴収管理強化を行う。 本通達のポイントは以下の通りである。 

1. 高所得納税者の管理・監督高所得納税者の管理・監督高所得納税者の管理・監督高所得納税者の管理・監督 

(1) 高所得者の源泉情況管理 

(2) 全員全額の源泉明細報告の管理 

(3) 年間所得 12 万元以上の納税人納税申告管理強化 

(4) 個人所得税情報システムの利用促進 

2. 高所得者の主要所得項目徴収管高所得者の主要所得項目徴収管高所得者の主要所得項目徴収管高所得者の主要所得項目徴収管理強化理強化理強化理強化 

(1) 財産譲渡所得徴収の管理強化 

(2) 利息配当・配当所得の管理強化 

(3) 大型規模の個人独資企業、パートナー企業及び個人商店の生産、経営所得の管理 

(4) 労務報酬所得管理及び給与賞与所得比率管理 

(5) 外国籍の個人所得税の管理強化 

3. 高所得者の個人所得税評価及び特別検査実施高所得者の個人所得税評価及び特別検査実施高所得者の個人所得税評価及び特別検査実施高所得者の個人所得税評価及び特別検査実施 

4. 納税サービス改善・高所得者の法律に基づく納税概念の教育納税サービス改善・高所得者の法律に基づく納税概念の教育納税サービス改善・高所得者の法律に基づく納税概念の教育納税サービス改善・高所得者の法律に基づく納税概念の教育 

 

３．３．３．３．    《《《《土地増値税徴収管理業務強化に関する通知土地増値税徴収管理業務強化に関する通知土地増値税徴収管理業務強化に関する通知土地増値税徴収管理業務強化に関する通知》》》》 通達番号：国税発(2010)53 号 

2010 年 5 月 25 日、国家税務総局は《土地増値税徴収管理業務強化に関する通知》を公布。 《一部都市住宅価格の急上昇を制御することに関する通知》（国発 [2010]10 号）(ニュースメール 4 月号参考)の精神を貫徹し、不動産業の健全な発展を促進し、不動産開発収益を合理的に調節し、土地増値税の調整作用を充分に発揮するため、土地増値税徴収管理業務強化を行う。 本通達のポイントは以下の通りである。 

1. 統一的な認識及び土地増値税徴税徴収管理業務強化統一的な認識及び土地増値税徴税徴収管理業務強化統一的な認識及び土地増値税徴税徴収管理業務強化統一的な認識及び土地増値税徴税徴収管理業務強化    

 

 
最新中国経済最新中国経済最新中国経済最新中国経済ニュースニュースニュースニュースY’S CONSULTING LIMITED 
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(1) 不動産市場の健全な発展を促進し、土地増値税収入の公平分配を保証する。土地増値税徴収管理業務を重点的に行い、清算強化、税収調整作業強化を図る。 

(2) 各級税務機関は、不動産プロジェクト管理制度を改善し、土地増値税の予定徴収と清算制度を改善し、予定徴収をシュミレーションし、全体的に清算を手配し、土地増値税の調整作業を行う 

(3) 全体的に、国発[2010]10 号の精神を忠実に実行する 

2. 土地増値税の予定徴収業務強化土地増値税の予定徴収業務強化土地増値税の予定徴収業務強化土地増値税の予定徴収業務強化 

(1) 東部地区省の予定徴収率は 2%を下回ってはならない 

(2) 中部と東北地区省の予定徴収率は 1.5%を下回ってはならない 

(3) 西部地区省の予定徴収率は 1%を下回ってはならない ※保証住宅を除く 

3. 清算業務水準の向上清算業務水準の向上清算業務水準の向上清算業務水準の向上 

(1) 各級税務機関は困難、土地増値税の清算業務強化を行い、現地の実情に合わせ、ガイドラインをさ らに細分化、清算フローを改善し、不動産開発プロジェクトの収入と控除項目を厳格に審査し、清算水準を向上させる 

(2) 各級税務機関は土地増値税の清算審査業務を全面的に行う 

4. 査定徴収の規範化、納税徴収管理の強化査定徴収の規範化、納税徴収管理の強化査定徴収の規範化、納税徴収管理の強化査定徴収の規範化、納税徴収管理の強化 

(1) 査定徴収を厳格に税収法律法規の規定により実行する 

(2) 無断で査定徴収範囲を拡大してはいけない 

(3) 査定徴収を行う場合、厳格に査定徴収率を決定する 

(4) 査定徴収率は、原則として 5％を下回ってはならない 

5. 監督指導査定強化、責任追及制度の構築監督指導査定強化、責任追及制度の構築監督指導査定強化、責任追及制度の構築監督指導査定強化、責任追及制度の構築 

(1) 各級税務機関は評価責任追求制度構築の要求に従い、土地増値税の清算業務を年度評価内容に組み入れ、清算 業務の状況と清算の品質について具体的な要求を示す 

(2) 土地増値税清算 業務を促進し、土地増値税徴収管理水準を向上させる 

 

４．４．４．４．    2010年年年年 6月より施行の法律法規月より施行の法律法規月より施行の法律法規月より施行の法律法規 

2010 年 6 月より施行される法律法規は以下の通りである。 《《《《省エネルギー・排出削減に更に注力し鉄鋼工業構造調整を加速することに関する意見省エネルギー・排出削減に更に注力し鉄鋼工業構造調整を加速することに関する意見省エネルギー・排出削減に更に注力し鉄鋼工業構造調整を加速することに関する意見省エネルギー・排出削減に更に注力し鉄鋼工業構造調整を加速することに関する意見》》》》：(国弁[2010]34 号) 鉄鋼業の省エネ・排出削減と構造調整に関する通知。 

 

主要経済統計主要経済統計主要経済統計主要経済統計

5 月主要経済統計 固定資産投資：6兆 7358億元(前年同期比＋25.9%) 第一次産業：1063億元(前年同期比+16.1%) 第二次産業：2兆 8204億元(前年同期比+22.4%)第三次産業：3兆 8091億元(前年同期比+28.8%) 

5 月貿易総額：2439.9億ドル    輸出総額：1317.6億ドル(前年同期比+48.5%)    輸入総額：1122.3億ドル(前年同期比+48.3%)    貿易収支：＋195.3億ドル 本統計データは中国統計局の数値によるものである。掲載項目は毎月変更する可能性があります。 
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中国最中国最中国最中国最新情報新情報新情報新情報

 

【上海】【上海】【上海】【上海】滬滬滬滬寧寧寧寧都市鉄道都市鉄道都市鉄道都市鉄道 7月月月月 1日正式開通日正式開通日正式開通日正式開通 沪寧都市間鉄道は 7 月 1 日に正式に稼働する。蘇州から上海までの始発電車の出発時間は 7 月 1 日７時である 中国国内最大の高速鉄道駅である上海虹橋駅は、その延べ面積が約 24 万平方メートル、16 カ所のプラットホームと 30 カ所の出口がある。京滬高速鉄道、滬寧鉄道、その他の列車の乗り入れは利便性が増幅する。同駅の年間旅客数は延べ 7000 万人、1 日あたり 20 万人を予想している。総延長 300キロメートルの滬寧鉄道が開通、長江デルタ地帯の利便化を推進し、上海と南京を１時間で結ぶようにする。 

【蘇州【蘇州【蘇州【蘇州】蘇州市】蘇州市】蘇州市】蘇州市 1～～～～5月輸出入額月輸出入額月輸出入額月輸出入額 1000億ドル突破億ドル突破億ドル突破億ドル突破 蘇州市税関統計によると、今年 1―5 月蘇州市の輸出入総額は 1042.8億ドル、昨年同期比で 56.6％の増加となった。その中で輸出額は 564.8億ドル、47.6％増、輸入額は 478億ドル、68.9％増。 今年 1-5 月に蘇州市の貿易額は、全体的に大幅に高くなり、江蘇省の輸出入増加額平均と比べても 6.5 ポイント高く、全国平均に比べても 12.6 ポイント高くなっている。 蘇州市の中では、今年から蘇州工業園区の対外貿易額の増加が大きく、1―5 月では 293.1 億ドルで同期比
72.3％増であり、市全体の輸出入増加額平均と比べて 15.7 ポイント高くなっている。その内、輸出額は 132.5億ドル、
58.6％増、輸入額は 160.6億ドル、85.5％増であった。 

【深圳】【深圳】【深圳】【深圳】7月月月月 1日より日より日より日より深圳深圳深圳深圳市法定最低賃金引き上げ市法定最低賃金引き上げ市法定最低賃金引き上げ市法定最低賃金引き上げ 深圳市政府は、7月1日より同市全域の法定最低賃金を一律月額1,100元に引き上げると発表。 上昇率は、福田、羅湖、南山、塩田の特区内（改正前：1,000元）で10％増、特区外の各区（同900元）は22.2％増。広州市や杭州市の一部地域と同額で、中国全体でみると最低賃金が最も高い上海市（1,120元）に次いで高い水準となる。また、同時にパートタイムの最低賃金についても、9.8元/時に引き上げる。 
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